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法人名称使用規則 

（目的） 

第１条 この規則は一般社団法人工学院大学校友会（以下、当法人というという）の法人

名称使用に関して、必要な事項を定めることを目的とする。 

（名称の使用制限） 

第２条 当法人の会員は、法人の正式名称（一般社団法人工学院大学校友会）を、当法人

の書面による事前の承諾なくして、以下の目的で使用してはならないものとする。 

但し、事業計画や年度予算で、事前に総会又は理事会で承認されている事項は除く。 

1. 法的な効果が生じる約束 

2. 営利目的の宣伝・広告 

3. 他団体・個人との業務連携の表示 

4. SNS、ウェブサイトその他公の媒体への掲載 

5. 当法人の代表、代弁者であるかのような誤解を与える使用 

6. その他、当法人の信用・名誉を損なう可能性のある使用 

（使用許可の手続き） 

第３条 当法人名称の使用を希望する者は、所定の申請書を提出し、代表理事の承認を受

けなければならない。 

（許可の取消） 

第４条 使用許可を受けた者が以下のいずれかに該当するときは、理事会はその許可を取

り消すことができる。 

1. 本規則に違反したとき 

2. 使用目的が当初の申請内容と異なるとき 

3. その他、理事会が不適当と認めたとき 

（違反に対する措置） 

第５条 当法人の正式名称を無断または不適切に使用した場合、当法人は以下の措置を講ずる

ことができる。 

１．使用の差止請求 

２．損害賠償の請求 

３．会員資格の停止または除名 

（規則の改廃） 

第６条 この規則の改廃は、理事会の決議をもって行う。 

 

附則 

この規則は、令和７年１０月１７日より施行する。 

 

 

 

 



一般社団法人工学院大学校友会 

法人名称使用申請書 

令和  年  月  日 

 

一般社団法人工学院大学校友会 

会長 小澤 和重 殿 

 

下記のとおり、法人名称の使用を申請いたします。ご確認のうえ、ご承認くださいますようお願い

申し上げます。 

申請者 

団体名および代表者名                  

申請担当者名および会員番号                  

申請担当者メールアドレス  

 

□ 使用目的 具体体的に記載してください。例：会報印刷業者への発注の為の注文書、ホームページ 

ソフト更新契約書 など） 

                                  

□ 使用期間 

令和  年  月  日 〜 令和  年  月  日具予定） 

 

□ 添付書類具必要に応じ添付する） 

 

以上、規則に従い申請いたします。 

 

申請者署名：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 

 

【以下、事務局記入欄】 

受付日 令和   年  月  日 

審査結果 □ 承認 □ 否認 

承認日 令和   年  月  日 

承認者  

 


